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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月13日(2015.10.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  電力貯蔵装置（１０６）に電流を供給する際に使用するための充電システム（３００）
であって、
  充電動作を遂行するために電力貯蔵装置に結合されるように構成された充電装置（１０
４）と、
  前記充電装置から離れて位置し、前記充電装置と通信可能に結合されていて、
　前記充電装置（１０４）に要求信号を送信して前記充電装置（１０４）が前記充電動作
を遂行可能であるか否かを決定し、
　前記充電装置（１０４）が前記充電動作を遂行可能であるか否かを示す有効性応答を前
記充電装置（１０４）から受け取り、
　前記充電装置（１０４）が利用可能であると示されたときに、前記要求信号の送信に応
答して前記充電装置（１０４）を予約し、
前記充電装置から充電動作についての価格データを受け取り、
前記価格データを表示し、
前記価格データを容認できるようにし、そして前記価格データが容認された場合に充電動
作を開始することを前記充電装置に許可するキオスク（３０２）と、
を有する充電システム（３００）。
【請求項２】
  前記充電装置（１０４）は複数の充電装置の内の第１の充電装置であり、前記キオスク
（３０２）は、前記第１の充電装置と前記複数の充電装置の内の第２の充電装置とに前記
要求信号を送るように構成されている、請求項１記載の充電システム（３００）。
【請求項３】
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  前記キオスク（３０２）は、充電動作を遂行するために利用可能である前記第１の充電
装置（１０４）及び前記第２の充電装置を前記要求信号に応答して予約する、請求項２記
載の充電システム（３００）。
【請求項４】
  前記キオスク（３０２）は、所定の時間が経過したことに応答して前記予約を取り消す
、請求項３記載の充電システム（３００）。
【請求項５】
  前記キオスク（３０２）は、前記第１の充電装置が充電動作を遂行するために選択され
た場合に前記第２の充電装置（１０４）の予約を取り消す、請求項３記載の充電システム
（３００）。
【請求項６】
  前記キオスク（３０２）は、前記第２の充電装置によって充電動作を遂行するために前
記第２の充電装置（１０４）から価格データを受け取るように構成されている、請求項２
記載の充電システム（３００）。
【請求項７】
  前記キオスク（３０２）は、前記第１の充電装置（１０４）からの価格データ及び前記
第２の充電装置からの価格データを表示するために表示装置（３１４）を有している、請
求項６記載の充電システム（３００）。
【請求項８】
  前記キオスク（３０２）は、充電動作を遂行するために前記第１の充電装置（１０４）
及び前記第２の充電装置の内の一方を選択する入力をユーザーから受け取るためのユーザ
ー入力装置（３１２）を有している、請求項２記載の充電システム（３００）。
【請求項９】
  前記第１の充電装置（１０４）が選択されたとき、前記キオスク（３０２）は前記第１
の充電装置を予約するが、前記第２の充電装置を予約しない、請求項８記載の充電システ
ム（３００）。
【請求項１０】
  前記キオスク（３０２）は、充電動作についての支払い情報を容認するように構成され
ている、請求項１乃至１０のいずれかに記載の充電システム（３００）。
【請求項１１】
  前記キオスク（３０２）から前記支払い情報を受け取り、
　受け取った前記支払情報に基づいて前記充電動作の承認または事前承認するように構成
された支払処理システムをさらに含む、請求項１０に記載の充電システム（３００）。
【請求項１２】
  前記充電装置（１０４）と前記キオスク（３０２）との間の通信を選択的にエネーブル
又はディセーブルするサーバをさらに含む、請求項１１に記載の充電システム（３００）
。
【請求項１３】
  充電装置（１０４）を備える充電システム（３００）で使用されるキオスク（３０２）
であって、
　プロセッサを含み、
　該プロセッサが、
　前記プロセッサに接続された通信インタフェースを使用して前記キオスク（３０２）か
ら離れて位置する前記充電装置（１０４）に要求信号を送信して、前記充電装置（１０４
）が充電動作を遂行可能であるか否かを決定し
　前記充電装置（１０４）が前記充電動作を遂行可能であることを示す有効性応答を前記
充電装置（１０４）から受け取り、
　前記充電装置（１０４）が利用可能であると示されたときに、前記要求信号の送信に応
答して前記充電装置（１０４）を予約し、
　前記充電装置から充電動作についての価格データを受け取り、
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　前記価格データを表示し、
　前記価格データを容認できるようにし、
　前記価格データが容認された場合に充電動作を開始することを前記充電装置に許可する
ようにプログラムされている、キオスク（３０２）。
【請求項１４】
  電力貯蔵装置に電流を供給する方法であって、
　キオスク（３０２）に接続された通信インタフェースを使用して前記キオスク（３０２
）から離れて位置する充電装置（１０４）に要求信号を送信して、前記充電装置（１０４
）が充電動作を遂行可能であるか否かを決定する段階と
　前記充電装置（１０４）が前記充電動作を遂行可能であることを示す有効性応答を前記
充電装置（１０４）から受け取る段階と、
　前記充電装置（１０４）が利用可能であると示されたときに、プロセッサが前記要求信
号の送信に応答して前記充電装置（１０４）を予約する段階と、
　前記充電装置から充電動作についての価格データを受け取る段階と、
　前記価格データを表示する段階と、
　前記価格データを容認できるようにする段階と、
　前記価格データが容認された場合に充電動作を開始することを前記充電装置に許可する
段階と、
を含む方法。
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